
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 返送期限 令和 5年 10月 31日（必着） 

 ⚫ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金（1世帯あたり3万円）の対象となる世帯には、受給

に必要な「確認書」を令和 5 年 6 月 30 日に送付しましたが、同一世帯に令和 4 年中（令和 4 年

1月 1日～令和 4年 12月 31日）の収入申告をしていない方がいる場合は、世帯全員が非課税

であるかの要件を確認できないため、確認書は送付されません。 

・  世帯主の

氏名、生年月

日等に間違い

がないか、ご

確 認 く だ さ

い。 

 

・ 日中、連絡

を取りやすい

電話番号を記

入してくださ

い。 

・ 現住所と令

和 5年 1月 1

日時点の住所

が 同 じ 場 合

は、住民税非

課税証明書の

添付は必要あ

りません。 

 

・記載内容に

間違いがな

いか、ご確

認ください。 

・ 令和 5年

1 月 1 日時

点の住所が

異 な る 方

は、令和 5

年 1 月 1日

時点の住所

を記入して

ください。 

 
記入例（表面） 

住民税非課税世帯 

⚫ 下記のとおり「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書（請求書）」（以下、申請書）を

送付します。令和5年 1月 1日時点で住民登録のある市町村で令和4年分の収入申告を行った

あと支給対象世帯に該当する場合は、申請書を提出してください。 

✔ 
△△県△△市△△番地 

〇〇県〇〇市〇〇番地 

 

 

✔ 

✔ 
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・ 全ての提出書

類を添付したこ

とを確認の上、

チェック（✔ ） 

を記入してくだ

さい。 

・ 原則、申請者

の口座情報を

記入してくださ

い。 

印 

  
記入例（裏面）

住民税非課税申請書

窓口でのご相談は「予約制」です 

 ⚫ 糸満市臨時特別給付金担当窓口 
糸満市臨時特別給付金 

コールセンター 

 ☎ 0120-824-288 

 8：30～17：00 ※土日祝、12/29～1/3を除く 

 

・  ①から⑦ま

で 、 全 ての誓

約・同意事項を

確認の上、チェ

ック（✔）を記

入して くださ

い。 

糸満市役所１階ロビーに担当窓口を設置していま

す。新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、窓口

でのご相談は予約制となっています。 

ご予約は、右記のコールセンターまでご連絡くだ

さい。 

 

●●      ●● 

 
● ● ● ● ●  ●  ● 

1 2 3 4 5 6 7 
ﾃｽﾄ   ﾊﾅｺ 

 

テスト 花子 

詳細は、糸満市

のホームページ

（↓ＱＲコード）

から、ご確認く

ださい。 

・ 全ての記載内

容に間違いがな

いことを確認の

上、確認した日

付と申請者の氏

名を記入してく

ださい。 

✔ 

✔ 

 

✔ 

✔ 

 

5 ● ● 

 

テスト 花子 

 

✔ 

 


